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原 告 ら は 、 本 準 備 書 面 に お い て 、 本 件 規 定 ( 公 職 選 挙 法 ①0 条 ① 項 ⑧ 号 乃 至 ⑤ 号 ) 

が 、 被 選 挙 権 の 差 別 的 取 扱 い を 禁 止 す る 憲 法 44 条 但 書 に 違 反 す る 旨 の 主 張 ( 平 等 原 

則 違 反 主 張 ) を 新 た に 追 加 す る 。 本 主 張 は 、 訴 状 記 載 の ① 地 位 確 謗 請 求 ( 訴 状 ④② 頁 

以 下 ) 、⑨ 違 法 確 認 請 求 ( 訴 状 ④④ 頁 以 下 ) 、③ 国 家 賠 償 請 求 ( 訴 状 ④⑥ 頁 以 下 ) を 

構 成 す る 請 求 原 因 事 実 の う ち 、 ⑫ の 本 案 に お け る 違 憲 事 由 、 ③ の ` 違 法 」 性 ( 国 

家 賠 償 法 ① 条 ① 項 ) を 基 礫 づ け る 違 憲 事 由 に つ い て 、 被 選 挙 権 侵 害 に 関 す る 主 張 

( 訴 状 (②0②⑧ 年 ⑧ A 23 日 付 訴 状 訂 正 申 立 書 添 付 の も の ) ⑨ 頁 以 下 参 烏 : 権 利 侵 害 

主 張 ) に 加 え 、 本 件 規 定 が 被 選 挙 権 の 差 別 的 取 扱 い を 禁 止 す る 露 法 ④④ 条 位 書 に 違 反 

す る 旨 の 主 張 ( 平 等 原 則 違 反 主 張 ) を 追 加 的 に 主 張 す る も の で あ る 。 

第 ① 被 選 挙 権 年 齢 に 着 目 し た 差 別 的 取 扱 い は 憲 法 4 条 位 書 に よ る 違 憲 審 査 を 受 け 

る 

① 本 件 規 定 は 被 選 挙 権 の ` 年 齢 」 に 着 目 し た 別 異 取 扱 い で あ る 

本 件 規 定 は そ れ ぞ れ 都 道 府 県 等 議 会 議 員 及 び 市 町 村 議 会 議 員 (` 地 方 議 会 議 

員 」) の 被 選 挙 権 年 齢 を 26 歳 以 上 、 都 道 府 県 知 事 の 被 選 挙 権 年 齢 を 30 歳 以 上 

と 定 め て い る 。 本 件 規 定 は 、②⑤ 叢 以 上 又 は 30 歳 以 上 と い う 年 齢 要 件 を 満 た す 

者 に 対 し て 地 方 議 会 議 員 及 び 都 道 府 県 知 事 に 立 候 補 す る た め の 被 選 挙 権 を 与 え 

る 一 方 、 成 人 で 選 挙 権 の 行 使 も 可 能 な 18 歳 以 上 25 歳 未 満 又 は 18 歳 以 上 30 歳 

未 満 ( 以 下 ` 本 件 対 象 年 齢 」 と い う 。) の 者 の 被 選 挙 権 を 否 定 し て お り 、 同 じ 

成 人 を 年 齢 に 着 目 し て ② つ の 区 分 に 分 け 、 被 選 挙 権 の 付 与 と い う 取 り 扱 い を 区 

別 し て い る ( 以 下 か か る 別 異 取 扱 い を ` 本 件 別 異 取 扱 い 」 と い う 。) 。 

② 憲 法 ④④ 但 書 は 被 選 挙 権 の 年 齢 に 着 目 し た 差 別 的 取 扱 い を 禁 止 す る 

憲 法 ④④ 条 は ` 両 議 院 の 謝 員 の 資 格 は 、 法 律 で こ れ を 定 め る 。 但 し 、 人 種 、 信 

条 、 性 別 、 社 会 的 身 分 、 門 地 、 教 育 、 財 産 又 は 収 入 に よ っ て 差 別 し て は な ら な 

い 。」 と 定 め 、 同 条 伴 書 は ` 両 議 院 の ・・・ 資 格 」 で あ る 被 選 挙 権 の 差 別 禁 止



を 定 め る 。 

憲 法 ⑭ 条 ① 項 が 禁 止 す る ` 政 治 的 」 差 別 に は 被 選 挙 権 が 含 ま れ て お り ( 町 

B39 : 金 子 一 編 『 註 解 日 本 圏 憲 法 上 巻 (②.』③⑤① 頁 参 照 ( 有 斐 閣 、①⑨⑤⑧ 年 ) ) 、 

同 条 に よ っ て も ` 袖 選 挙 権 を 差 別 す る ご と き 政 治 的 不 平 等 は 許 さ れ な い 」 と さ 

れ る ( 甲 B④0 : 金 子 一 編 『 註 解 日 本 國 憲 法 下 巻 (①①』 ⑦⑤⑧ 頁 参 照 ( 有 斐 関 、①⑨⑤⑧ 

年 ) ) 。 そ れ に も 関 わ ら ず 憲 法 ④④ 条 伽 書 は 、 あ え て 憲 法 ⑭ 条 ① 項 後 段 列 挙 事 

由 に 加 え て ` 門 地 、 敗 育 、 財 産 又 は 収 入 」 を 差 別 禁 止 事 由 と し て 明 示 し た 。 そ 

の 趣 旨 は 、 戦 前 の 制 限 選 挙 制 度 の 下 、 女 性 や 収 入 要 件 等 を 満 た さ な い 国 民 の 参 

政 権 を 剥 奪 し て き た こ と に 対 す る 歴 史 的 反 省 を 踏 ま え 、 国 民 主 権 国 家 体 制 の 下 

で ` 絶 対 的 に 平 等 な 参 政 権 」 の 実 現 を 図 る こ と に あ る ( 前 掲 金 子 一 編 『 註 解 日 

本 國 憲 法 下 巻 (①①』 ⑦⑤⑧ 頁 参 熙 ) 。 露 法 ④④ 条 の 制 定 経 緯 に つ い て は 次 の よ う に 説 

明 さ れ る 。 

` 選 挙 権 と 袖 選 挙 権 に つ い て は 、 法 律 が こ れ を 定 め る こ と と な っ た の で あ 

る が 、 そ れ を 規 定 す る に あ た っ て は 、 絶 対 的 な 平 等 主 義 が 守 ら れ な け れ ば 

な ら な い こ と を 但 書 が 要 求 す る 。 既 に 第 十 五 条 に よ る 普 通 選 挙 の 要 求 に よ 

っ て 、 選 挙 権 に つ い て の 差 別 的 取 扱 が 一 応 否 認 さ れ て お り 、 更 に 第 十 四 条 

の 国 民 の 平 等 性 の 原 則 は 、 当 然 に 選 挙 権 、 被 選 挙 権 に 適 用 さ ん る も の で は 

あ る け れ ど も 、 い わ ゆ る 普 通 選 挙 も 、 完 全 な 意 味 の そ れ で は な く 、 種 々 の 

不 平 等 な 取 扱 い を 含 ん だ も の が あ り ( 大 正 十 四 年 以 降 の 我 が 国 に 見 る 男 性 

普 通 選 挙 主 義 の ご と し ) 、 ま た 国 民 の 平 等 と い う も 、 選 挙 権 や 被 選 挙 権 の 

ご と き 国 政 に 直 接 参 加 す る 権 利 に は 、 或 い は 偏 見 に 基 づ き 、 或 い は 従 来 の 

慣 行 か ら 、 微 妙 な 差 別 が 加 え ら れ が ち で あ る 。 そ の 意 味 で 本 条 佑 書 が 、 第 

十 四 条 列 挙 事 由 に 掲 げ る 、 人 種 、 信 条 、 社 会 的 身 分 、 門 地 に よ る 差 別 の み 

な ら ず 、 教 育 、 財 産 、 収 入 に よ り 差 別 し て は な ら な い こ と を も 含 み ( 衆 議 

院 に よ っ て 原 案 に 附 加 さ れ た も の で あ る ) 、 甚 だ し く 詳 細 に 差 別 的 取 扱 を 
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蓬 止 し て 、 徹 底 的 に 完 全 な 平 等 選 挙 主 義 を 採 用 し た の は 、 注 目 す べ き こ と 

と い わ ね ば な ら な い 。」 ( 下 線 部 は 引 用 者 に よ る 。 前 掲 金 子 編 『 註 解 日 本 

國 憲 法 下 巻 ①】 754 領 ) 

憲 法 ④④ 条 但 書 列 挙 事 由 に ` 年 齢 」 の 明 示 は な い が 、 こ れ は 憲 法 ⑭ 条 ① 項 後 

段 列 挙 事 由 と 類 似 の 理 解 が た な さ れ る ( ( 甲 B①⑥ : 芹 沢 斉 他 編 『 新 基 本 法 コ ン メ 

ン タ ー ル 憲 法 』③①⑨ 頁 参 照 〔 林 知 更 〕 ( 日 本 評 論 社 、②0①① 年 ) ) ) 。 す な わ ち 、 

憲 法 ⑭ 条 に つ い て 一 般 的 な 平 等 原 則 を 保 障 し つ つ 、 後 段 列 挙 事 由 に つ い て は 歴 

史 的 経 緯 を 踏 ま え 原 則 違 憲 と 推 定 さ れ る の と 同 様 ( 甲 B④① : 長 谷 部 恭 男 編 ` 注 

釈 日 本 国 憲 法 ②」①⑦② 頁 川 岸 令 和 〕 ( 有 斐 関 、②0①⑦ 年 ) ) 、 憲 法 ④④ 条 但 書 

列 挙 事 由 の う ち 教 育 ・ 財 産 ・ 収 入 に つ い て は 歴 史 的 経 緯 を 踏 ま え 違 憲 と 推 定 さ 

れ る 一 方 ( 前 掲 芹 沢 編 319 頁 参 照 ) 、 但 書 に 列 挙 さ れ て い な い 事 由 に 基 づ く 区 

別 取 り 扱 い に つ い て も 当 然 に 平 等 原 則 違 反 の 宮 査 を 受 け る こ と と な る ( 前 掲 金 

子 編 『 註 解 日 本 國 憲 法 下 巻 (①①』 ⑦⑤⑧ 頁 参 照 ) 。 年 齢 に 着 目 し た 本 件 別 異 取 扱 い 

が 不 当 な 差 別 的 取 扱 い と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 本 件 規 定 は 憲 法 ④④ 条 伽 書 に 違 反 

す る ( 前 掲 金 子 編 『 註 解 日 本 圏 憲 法 下 巻 (①』⑦⑥0 頁 参 照 ) . 

第 ② 本 件 規 定 に 対 し て 厳 格 な 審 査 が 求 め ら れ る 

① 憲 法 ④④ 条 但 書 違 反 に 対 し て は ⑭ 条 ① 項 以 上 に 慎 重 な 審 査 が 求 め ら れ る 

前 描 と し て 、 露 法 ④④ 条 ① 項 は 憲 法 ⑭ 条 ① 項 の 加 重 規 定 で あ り 、 憲 法 ⑭ 条 

の 平 等 原 則 の 要 請 は 当 然 被 選 挙 権 に 対 し て も 適 用 さ れ る ( 前 掲 金 子 編 『 註 解 日 

本 國 憲 法 下 巻 (①①』 754 頁 参 照 ) 。 そ の た め 、 憲 法 4 条 伴 書 に 基 づ く 本 件 規 定 の 

憲 法 適 合 性 判 断 に は 、 大 枠 と し て 憲 法 ⑭ 条 ① 項 の 合 憲 性 に 関 す る 判 断 枠 組 み が 

適 用 さ れ る 。 す な わ ち 、 本 件 規 定 が ` 事 柄 の 性 質 に 即 応 し た 合 理 的 な 根 拠 に 基 

づ く も の で な い 」 場 合 に は 法 的 な 差 別 的 取 扱 い も の と し て 違 憲 と な る 。 具 体 的 

に は ` 区 別 を す る こ と の 立 法 目 的 に 合 理 的 な 根 拠 が 認 め ら れ な い 場 合 」 又 は



` 典 体 的 な 区 別 と 上 記 の 立 法 目 的 と の 間 に 合 理 的 関 連 性 が 認 め ら れ な い 場 合 」 

( 最 大 判 平 成 ⑳ 年 ⑥ 月 ④ 日 民 集 ⑥② 巻 ⑥ 号 ①③⑥⑦ 頁 。 以 下 ` 平 成 ⑳ 年 最 大 判 」 

と い う 。) に は 合 理 的 な 理 由 の な い 差 別 と し て 憲 法 ④④ 条 位 書 に 違 反 す る 。 

加 え て 、 憲 法 ④④ 条 但 書 違 反 の 憲 法 適 合 性 審 査 の 判 断 枠 組 み に つ い て は 、 同 条 

余 書 が 憲 法 ⑭ 条 の 一 般 原 則 に 加 重 し て 設 け ら れ た 規 定 で ち る こ と を 無 視 し て は 

な ら な い 。 憲 法 ⑭ 条 ① 項 で は 、 後 段 列 挙 事 由 に つ い て 原 則 違 憲 が 推 定 さ れ る 一 

方 、 そ の 他 の 事 由 に つ い て は 一 般 的 な 平 等 原 則 に よ る 規 律 の み が 及 ぶ か ら 、 比 

較 的 緩 や か な 審 査 が な さ れ て き た 。 し か し 憲 法 ④④ 条 伽 書 は 憲 法 ⑭ 条 ① 項 の 特 

則 と し て あ え て 加 重 し て 設 け ら れ た 規 定 で あ る か ら 、 但 書 列 挙 事 由 に 基 づ く 区 

別 取 り 扱 い が 原 則 違 憲 と な る の は 当 然 、 列 挙 さ れ て い な い 事 由 に 基 づ く 取 り 扱 

い に つ い て も 、①④ 条 の 一 般 原 則 を 超 え た 保 障 が な さ れ な け れ ば な ら な い 。 憲 法 

④④ 条 伽 書 が ` 徹 底 し た 平 等 選 挙 を 実 現 せ ん と し 、 そ れ に よ っ て 国 会 の 構 成 の 基 

磯 を 真 に 民 主 的 な ら し め よ う と す る も の 」 ( 前 掲 金 子 編 『 註 解 日 本 圏 憲 法 下 巻 

1] ⑦⑥0 頁 参 照 ) で あ る こ と を 踏 ま え る と 、 被 選 挙 権 の 区 別 的 取 り 扱 い を 設 け 

る 立 法 府 に 緩 や か な 裁 量 を 語 め る こ と は で き な い 。 本 件 規 定 が 憲 法 ④④ 条 但 書 き 

の 定 め る 平 等 原 則 に 反 す る か ど う か の 審 査 に お い て は 、 司 法 府 に お い て 、 通 常 

の 平 等 原 則 を 超 え た 一 層 慎 重 か つ 厳 格 な 宮 査 が 求 め ら れ る 。 

② 本 件 規 定 は そ の ` 事 柄 の 性 質 」 か ら 慎 重 か つ 厳 格 な 審 査 が 求 め ら れ る 

(1) 最 高 裁 は 、` 事 柄 の 性 質 」 と し て 区 別 事 由 と 区 別 対 象 の 権 利 利 益 に 着 目 し 

て い る 

最 高 裁 判 例 は ` 事 柄 の 性 質 」 に 応 じ て 合 理 的 根 拠 の 有 無 を 慎 重 に 判 断 す る 

態 度 を 示 し て い る 。 

国 籍 法 旧 ⑧ 条 ① 項 の 合 憲 性 が 問 題 と さ れ た 平 成 ⑳ 年 最 大 判 は ` 日 本 国 籍 は 、 

我 が 国 の 構 成 員 と し て の 資 格 で あ る と と も に 、 我 が 国 に お い て 基 本 的 人 権 の 

保 障 、 公 的 賓 格 の 付 与 、 公 的 給 付 等 を 受 け る 上 で 意 味 を 持 つ 重 要 な 法 的 地 
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位 」 で あ る こ と 、 ` 父 母 の 媛 姻 に よ り 嫡 出 子 た る 身 分 を 取 得 す る か 否 か と い 

う こ と は 子 に と っ て は 自 ら の 意 思 や 努 力 に よ っ て は 変 え る こ と の で き な い 父 

母 の 身 分 行 為 に 係 る 事 柄 」 で あ る こ と を 理 由 に 、 区 別 の 合 理 的 理 由 の 有 無 は 

` 慎 重 に 検 討 」 さ れ る ぺ べ き で あ る と し た 。 民 法 旧 ⑦③③ 条 の 合 憲 性 が 間 題 と さ 

れ た 再 婚 禁 止 期 間 事 件 ( 最 大 判 平 成 ②⑦ 年 ⑫ 月 ⑯ 日 民 集 ⑥⑨ 巻 ⑧ 号 ②④②⑦ 

頁 ) は 同 条 が ` 婚 姻 に 対 す る 直 接 的 な 制 約 を 課 す 」 も の で あ る と し て 合 理 的 

根 拠 の 有 無 に つ い て は ` 事 柄 の 性 質 を 十 分 考 慮 」 す る 必 要 が あ る と し た 。 

平 成 ②⑦ 年 最 大 判 の 調 査 官 は 、 こ れ ま で の 最 高 裁 判 例 を 踏 ま え ` 事 柄 の 性 

質 」 と し て 考 慮 さ れ る べ き 要 素 を 敷 術 し て 、 そ の 内 容 と し て `① 区 別 を 生 じ 

さ せ て い る 事 柄 の 性 質 ( 何 を 区 別 事 由 と し て い る か ) 、② 区 別 の 対 象 と な る 

権 利 利 益 の 性 質 と そ の 重 要 性 」 の ② 点 を 挙 げ る ( 甲 B④② : 加 本 牧 子 『 最 高 裁 

判 所 判 例 解 説 民 事 編 平 成 ②⑦ 年 度 ( 下 ) 』⑥⑥① 頁 ) 。 

以 下 に 述 べ る と お り 、 本 件 規 定 に 関 す る こ れ ら の 事 由 を 時 ま え れ ば 、 司 法 

府 に よ る そ の 憲 法 適 合 性 審 査 は よ り 一 層 慎 重 か つ 厳 格 に な さ れ な け れ ば な ら 

な い 。 

(②) ① 区 別 を 生 じ さ せ て い る 事 柄 の 性 質 ( 区 別 事 由 ) に つ い て 

本 件 規 定 の 区 別 事 由 は 年 齢 で あ る 。 若 者 に 対 す る 区 別 の 多 く は 否 定 的 な ス 

テ レ オ タ イ プ ・ 偏 見 に 基 づ く 。 司 法 が 年 齢 に 着 目 し て 区 別 的 に 取 り 扱 う 法 律 

の 合 理 性 を 厳 格 に 審 査 し な け れ ば 、 社 会 内 に 容 易 に 偏 見 が 保 存 さ れ 、 再 生 産 

さ れ 、 強 化 さ れ る 。 年 齢 に 基 づ く 区 別 は 、 法 的 に 不 当 と さ れ る 差 別 原 因 に 該 

当 す る 可 能 性 が 経 験 的 に 高 く 、 葛 者 全 体 に 対 す る 構 造 的 差 別 を 助 長 す る 性 質 

を 有 す る た め 、 事 柄 の 性 質 と し て 慎 重 な 判 断 が 求 め ら れ る 。 

7 年 齢 に よ る 区 別 は ` 自 ら の 意 思 や 努 力 で 変 え る 」 こ と が 不 可 能 で あ る 

年 齢 を 自 ら の 意 思 で 増 や し た り 減 ら し た り す る こ と は で き な い 。 平 成 ⑳



年 最 大 判 が 指 摘 す る ` 自 ら の 意 思 や 努 力 に よ っ て は 変 え る こ と の で き な 

い 」 事 栖 で あ る か ら 、 そ の 性 質 上 慎 重 な 審 査 が 求 め ら れ る 。 

イ 若 者 に 対 す る 差 別 的 な 法 意 識 や 否 定 的 な ス テ レ オ タ イ プ ・ 偏 見 が 社 会 内 

に 存 在 す る 

大 人 に よ り 菱 者 の 権 利 は 小 さ く す る よ う 求 め ら ち れ る 一 方 、 法 的 義 務 は 大 

人 に 近 い 負 担 が 求 め ら れ る 傾 向 に あ る 。 政 沼 参 加 に 関 す る 年 齢 、 結 婚 ・ 契 

約 に 関 す る 年 齢 、 刑 事 司 洲 に 関 す る 年 齢 、 及 び 遊 興 に 関 す る 年 齢 と い う ④ 

カ テ ゴ リ ー に 関 す る 法 定 年 齢 に つ い て 人 々 の 意 識 ( 法 意 識 ) を 調 査 し た と 

こ ろ 、 刑 事 司 法 年 齢 は 低 く 志 向 す る が 政 治 参 加 年 齢 は 高 く 志 向 す る 者 、 換 

言 す る と 、 若 い う ち か ら 罰 す る が 選 挙 権 や 被 選 挙 権 は 年 を 取 る ま で 与 え な 

い と す る 差 別 型 の 法 意 識 を 持 つ 回 答 者 が 全 回 答 者 の ⑥ 割 を 占 め た ( 甲 B②⑧、 

甲 B④③ : 齋 藤 宙 治 『 子 ど も と 法 子 ど も と 大 人 の 境 界 線 を め ぐ る 法 社 会 

学 』⑨⑥ 領 参 照 ・ 甲 B④⑧ ( 東 京 大 学 出 版 会 、②0②② 年 ) ) 。 社 会 の 多 数 を 占 

め る 差 別 型 の 法 意 識 を 持 つ 人 々 は 、 若 者 に つ い て ` 社 会 的 レ ベ ル で は な く 

生 理 的 レ ベ ル の 権 利 ・ 義 務 を 思 い 浮 か べ る 割 合 が 高 く 」、 若 者 を ` 排 他 

的 ・ 非 市 民 的 ・ 非 人 間 的 な イ メ ー ジ 」 ( 同 ⑪⑦~①①⑧ 頁 ・ 甲 B④③) で 、 す な 

わ ち 動 物 の よ う に 捉 え る 傾 向 に あ る 。 

ま た 、 法 意 識 の み な ら ず 社 会 的 な 関 係 に お い て も 、 若 者 の 能 力 に 対 す る 

沃 定 的 な ス テ レ オ タ イ プ ・ 偏 見 が 存 在 す る 。 同 じ く 齋 藤 教 授 の 調 査 に よ れ 

ば 、 荻 者 は 人 々 か ら 能 力 が 低 い と い う 否 定 的 な イ メ ー ジ を 持 た れ て お り 

( 佛 307~308 & - H B43) 、 能 力 ・ 成 果 等 が 関 係 す る 交 渉 等 の 場 面 で は 年 

齢 以 外 の 条 件 に 全 く 差 が な く て も 不 利 に 扱 わ れ る 場 合 も あ る ( 同 308 頁 参 

照 ・ 用 B④⑧) . 

し か し 、 華 者 三 低 能 力 で あ る と い う ス テ レ オ タ イ プ は 根 招 の な い 偏 見 に 

過 ぎ な い 。 実 際 、` 人 間 の 基 本 的 認 知 能 力 ( 作 業 記 憶 能 カ や 言 語 流 暢 能 

⑦



力 ) は 、①⑥ 歳 ま で は 伸 び 続 け る が 、 そ れ 以 降 は 伸 び な い 」 と さ れ て い る し 

( 同 ②⑧⑦ 須 ・ 用 B②③) 、 `①⑥ 歳 と ⑰ 歳 の 青 少 年 の 政 治 的 成 熱 度 は 、 大 人 

と 変 わ ら な い こ と が 示 さ れ て 」 い る ( 同 ②③⑨ 頁 ・ 甲 B②③) 。 ま た 、 `①⑥ 歳 

の 政 治 的 知 識 、 政 治 的 関 心 、 政 治 的 ス キ ル 、 政 治 的 有 効 性 、 寛 容 性 、 社 会 

奉 仕 活 動 は 、 す で に 大 人 と 同 水 準 で あ る こ と が 明 ら か に さ れ て 」 い る し 、 

`①⑥ 歳 は す で に 多 元 的 な 複 雑 な 市 民 (citizenship) の 概 念 を 持 ち 合 わ せ て 

い る 」 と さ れ る ( 同 ②④0 頁 ・ 甲 B②⑧) 。 ` 学 齢 期 の 子 ど も た ち は 、 大 人 の 

権 威 に よ る 指 導 な し に 自 律 的 な 意 思 決 定 を す る こ と が で き 、 自 分 た ち 自 身 

の コ ミ ュ ニ テ ィ ー ( 学 校 ) を 民 主 的 に 運 営 す る こ と が で き 、 自 分 た ち 自 身 

の 司 法 的 な 制 度 を 運 営 す る こ と ま で で き る 能 力 を 持 つ 」 と さ れ る ( 同 243 

頁 ・ 用 B②⑧) . 

こ の よ う に 、 若 者 の 権 利 は 制 限 す る が 大 人 と 同 等 の 義 務 負 担 を 求 め る 差 

別 的 法 意 識 や 、 若 者 ー 低 能 力 で あ る と い う 根 拠 の な い 偏 見 が 広 く 社 会 内 に 

存 在 し て お り 、 立 法 者 が そ れ に 引 き ず ら れ て 不 合 理 な 立 法 を す る 蓋 然 性 が 

高 い 。 

ウ ー 若 者 に 対 す る ス テ レ オ タ イ プ ・ 偏 見 は 固 有 の 属 性 に よ り 助 長 さ れ る 

若 者 に 対 す る 否 定 的 な ス テ レ オ タ イ プ ・ 偏 見 は 、 不 可 逆 性 、 可 視 性 と い 

う 若 者 固 有 の 属 性 に よ っ て 一 層 強 固 な も の と な る 。 

あ る 少 数 派 集 団 の 性 質 が 少 数 派 か ら 多 数 派 へ と い う 一 方 向 の み の 変 化 し 

か 起 こ り え な い 場 合 、 多 数 派 に 属 す る 者 は 封 来 自 分 が 少 数 派 の 立 場 に 置 か 

れ る 心 配 が な い 。 少 敷 派 集 団 に こ の よ う な 不 可 逆 的 性 質 が 認 め ら れ る 場 合 、 

一 度 多 数 派 に 移 行 し た 者 は 、 元 々 い た 少 数 派 集 団 に 対 す る 共 感 や 、 そ の 少 

数 派 集 団 の 特 徴 を 適 切 に 一 般 化 し た り す る 能 力 を 欠 く 傾 向 に あ る と さ れ る 

( 同 ②①⑥-②①⑦ 頁 参 照 ・ 田 B②⑧) 。 ま た 、 少 数 派 集 団 の 特 徴 や 属 性 か ら 集 団 

と し て の 輪 郭 が 明 確 で 可 視 性 が 高 い 場 合 に は 、 誤 っ た イ メ ー ジ に よ る 当 該 

⑧



少 数 派 集 団 の 一 般 化 が 行 わ れ る 傾 向 も 認 め ら れ て い る ( 同 216 頁 参 照 ・ 甲 

B23) 。 こ の よ う に 、 あ る 少 数 派 集 団 の 性 質 が 不 可 逆 的 か つ 可 視 性 が あ る 

場 合 に は ` 個 人 を 一 般 的 な カ テ ゴ リ ー に 自 動 的 に 押 し 込 め あ る よ う な 、 ス テ 

レ オ タ イ プ に 支 配 さ れ た 信 念 体 系 」 が 促 進 さ れ る 結 果 、 当 該 少 数 派 集 団 は 

` 歪 ん だ ス テ レ オ タ イ プ や 社 会 的 ス テ ィ グ マ ( 汚 吉 の レ ッ テ ル ) を 受 け や 

す い 」 と さ れ る ( 同 ②①⑥ 領 ・ 甲 B②⑧) 。 

荷 者 と い う 少 数 派 集 団 は こ れ ら の 条 件 全 て に 該 当 す る 。 年 齢 が 逆 行 す る 

こ と は あ り 得 な い た め 、 大 人 が 再 び 年 齢 を 理 由 と す る 差 別 を 受 け る 心 配 は 

一 切 な い ( 同 ②②⑦ 領 参 照 ・ 田 B②⑧③) 。 若 者 で あ る か 否 か は 年 齢 に よ る 線 引 

き で 容 易 に 定 義 で き る た め 集 団 と し て の 可 視 性 も 高 い 。 若 者 と 大 人 と い う 

構 図 の 下 で は 、 集 団 の 不 可 逆 的 性 質 が も た ら す 共 感 の 欠 如 の 問 題 は 一 層 深 

刻 で あ る 。 大 人 は 、 現 在 の 若 者 も 過 去 の 若 者 ( 現 在 の 大 人 ) と 同 じ 不 利 益 

を 甘 受 す べ き だ と 考 え る 傾 向 に あ る と さ れ る 。 そ の 根 底 に は ` 誰 し も が 子 

ど も 期 の 苦 境 を 甘 受 し 、 誰 し も が 大 人 に な る と そ の 苦 境 か ら 解 放 さ れ る の 

だ か ら 、 子 ど も に 制 約 を 課 す こ と は 公 平 だ と い う 考 え 方 」 が あ る ( 同 267 

頁 ・ 用 B④⑧) 。 若 者 に 対 す る 共 感 が よ り 難 し く な る と と も に ( 同 ②②⑦ 頁 参 

無 ・ 甲 B②⑧) 、 過 去 の 自 分 に 重 ね て ` 若 者 は か く あ る べ し 」 と い う 歪 ん だ 

ス テ レ オ タ イ プ が 産 ま れ や す い 所 以 で あ る 。 

以 上 の よ う な 若 者 固 有 の 属 性 に よ っ て 、 若 者 の 能 力 等 に 対 す る 否 定 的 な 

ス テ レ オ タ イ プ や 偏 見 が 助 長 さ れ る 。 年 齢 の み に 着 目 し て 若 者 の 権 利 を 剥 

奪 す る 規 定 は 、 た と え 不 合 理 な も の で あ っ て も 、 差 別 的 意 識 を 抱 い た 立 法 

者 に よ り ( し か も そ の 割 合 は 6 割 に の ぼ る 可 能 性 が あ る ) ` か く あ る ベ 

し 」 と し て 温 存 さ れ る お そ れ が 高 い 。 

エ 小 括 

年 齢 に よ る 区 別 は 、 自 ら の 意 思 や 努 力 で 変 え る こ と が 不 可 能 と い う だ け 
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で は な い 。 年 齢 に よ っ て 大 人 と 区 別 さ れ る ` 若 者 」 は 、 社 会 全 体 か ら 否 定 

的 な ス テ レ オ タ イ プ ・ 偏 見 を 持 た れ て い る 。 し か も 集 団 と し て 差 別 を 固 定 

化 さ れ 、 温 存 さ れ る 可 能 性 が 高 い 。 年 齢 を 区 別 事 由 と す る 本 件 規 定 は 、 そ 

の 事 柄 の 性 質 と し て 慎 重 な 判 断 が 求 め ら れ る 。 

(③) ⑧ 区 別 の 対 象 と な る 権 利 利 益 の 性 質 は 極 め て 重 要 性 で あ る 

ア 被 選 挙 権 は 国 民 主 権 原 理 の 中 核 を な す 

本 件 別 異 取 扱 い の 対 象 は 、 被 選 挙 権 と い う 国 民 主 権 原 理 の 中 核 を な す 重 

要 な 基 本 的 権 利 で あ る 。 三 井 美 唄 炭 鉱 事 件 判 決 ( 最 大 判 昭 和 43 年 ⑫ 月 ④ 

日 刑 集 ②② 巻 ①⑧ 号 ⑭②⑤ 領 ) も ` 立 候 補 の 自 由 は 、 選 挙 権 の 自 由 な 行 使 と 

表 裏 の 関 係 に あ り 、 自 由 か つ 公 正 な 選 挙 を 維 持 す る う え で 、 き わ め て 重 

要 」 で あ り ` 公 職 選 挙 に お け る 立 候 補 の 自 由 は 、 露 法 ⑮ 条 ① 項 の 趣 旨 に 烏 

ら し 、 執 本 的 人 権 の ー つ と し て 、 憲 法 の 保 障 す る 重 要 な 権 利 」 に 当 た る と 

判 示 し た 。 被 選 挙 権 の 行 使 は 主 権 行 使 の 過 程 で は な く か ず か ら 国 家 意 思 の 

形 成 に 携 わ る い わ ば 主 権 の 直 接 の 行 使 た る 性 質 を 有 す る 。 袖 選 挙 権 を 行 使 

で き る 法 的 地 位 の 重 要 性 に 疑 い よ う が な い 。 

イ 被 選 挙 権 年 齢 の 差 別 的 取 扱 い は 立 法 過 程 に お け る 若 者 の 利 益 軽 視 を も た 

ら す 

被 選 挙 権 年 齢 を 下 回 る 若 者 は 、 最 も 利 害 関 係 を 有 す る 同 世 代 の 利 益 代 表 

を 立 法 過 程 に 送 り 出 す こ と が で き な い 。 こ の こ と は 、 立 法 過 程 に お け る 若 

者 の 利 益 軽 視 と い う 結 果 も も た ら す 。 

立 法 者 に 少 数 派 集 団 の 利 益 代 表 が 存 在 し な け れ ば 、 立 法 者 の 当 該 集 団 に 

対 す る 認 識 は 不 公 平 で 歪 ん だ も の と な る ( 前 掲 齋 藤 ②①⑧ 頁 参 照 ) 。 若 者 は 

常 に 立 法 者 に 意 見 を 伝 え る 外 部 集 団 に と ど ま る 。 立 法 者 に と っ て 仲 間 な り 

ラ イ バ ル な り と い っ た 身 内 と な る こ と は な い 。 相 互 接 触 の 機 会 も 乏 し く 、 
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多 数 派 の 立 法 者 と 政 治 過 程 に 存 在 し な い 少 数 派 と の 間 の 溝 が 広 が り 、 立 法 

者 は 当 該 少 数 派 集 団 の こ と を 欧 第 に ` 我 々 と 彼 ら 」 (we-they) と い う 枠 組 

み で 謁 知 す る よ う に な る 。 社 会 心 理 学 で ` 内 集 団 - 外 集 団 バ イ ア ス 」 と 呪 

ば れ る こ の 関 係 性 の 下 で は 、 立 法 者 は 多 数 派 を 優 遇 す る バ イ ア ス か ら も 、 

少 数 派 集 団 ( 彼 ら ) に 対 す る 過 度 に 一 般 化 さ れ た ス テ レ オ タ イ プ か ら も 逃 

れ ら れ な い と さ れ る ( 同 ②①⑧-②①⑨ 頁 参 烏 ) 。 

本 件 規 定 は 、 若 者 に と っ て 自 分 た ち の 利 益 代 表 を 政 治 過 程 に 送 り 出 す こ 

と が で き な い こ と で 、 立 法 過 程 に お い て 若 者 の 利 益 が 毀 損 さ れ 続 け る と い 

う 深 刻 な 結 果 を も た ら す 。 

ウ _ 被 選 挙 権 年 齢 の 差 別 的 取 扱 い は 民 主 政 過 程 で の 是 正 が 困 難 で あ る 

被 選 挙 権 年 齢 の 差 別 は 、 民 主 政 過 程 で 是 正 す る こ と は 困 難 で あ る 。 被 選 

挙 権 を 剥 套 さ れ た 法 御 を 改 正 す る た め に は 選 挙 で 当 選 し た 代 表 者 に よ ら な 

け れ ば な ら な い が 、 最 も 利 害 関 係 を 有 す る 被 選 挙 権 年 齢 を 下 回 る 年 齢 の 

人 々 に は 被 選 挙 権 が 与 え ら れ て い な い 。 そ の た め 政 治 過 程 で 自 分 た ち を 代 

表 す る 機 会 が な い 。 

既 存 政 治 家 と の 利 益 相 反 関 係 か ら も 民 主 制 過 程 で の 是 正 は 一 層 困 難 で あ 

る 。 選 挙 権 年 齢 の 差 別 で あ れ ば 、 選 挙 権 年 齢 の 引 き 下 げ が 実 際 に 行 わ れ た 

よ う に 、 自 身 に 投 票 す る 有 権 者 が 増 加 す る と 考 え て 是 正 を 目 指 す 政 治 家 ・ 

政 党 が 出 て く る 可 能 性 は あ る 。 し か し 、 被 選 挙 権 年 齢 の 現 状 維 持 は す べ て 

の 現 職 政 治 家 に と っ て 競 争 相 手 を 減 ら す と い う メ リ ッ ト を 持 つ た め 、 積 極 

的 に 法 改 正 を 行 う 動 機 が 欠 妄 す る 傾 向 に あ る 。 

エ 小 括 

こ の よ う に 、 本 件 別 異 取 扱 い は 被 選 挙 権 と い う ` 基 本 的 権 利 に 区 別 問 題 

が 存 在 す る と き 」 ( 甲 B④④・ 安 西 文 雄 他 編 『 憲 法 学 読 本 第 ② 版 』①0④ 頁 
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( 有 斐 閣 、②0①④ 年 ) 参 照 ) で あ り 、 若 者 は 、 自 分 た ち の 利 益 代 表 者 が 存 在 

す れ ば 享 受 で き た か も し れ な い 権 利 利 益 を 、 立 法 過 程 に お い て 毀 損 さ れ 続 

け る と い う 重 大 な 不 利 益 を 被 る 。 そ の 是 正 を し よ う に も 、 被 選 挙 権 自 体 を 

剥 奪 さ れ て い る た め 民 主 政 過 程 で の 是 正 が 困 難 で あ る 。 

四 参 政 権 に お け る 平 等 原 則 徹 底 の 要 請 

と り わ け 、 被 選 挙 権 に 関 す る 区 別 的 取 り 扱 い が 、 選 挙 権 に 関 す る 取 り 扱 い 

と 乖 離 し た 場 合 に は 、 よ り 一 層 違 憲 の 推 定 を 働 か せ た 慎 重 な 審 査 が 必 要 と な 

る 。 露 法 ④④ 条 位 書 が 選 挙 権 と 被 選 挙 権 に つ い て 徹 底 的 な 平 等 を 謳 う の は 、 戦 

後 日 本 国 憲 法 が 国 民 主 権 を 採 用 し た か ら に 他 な ら な い 。 国 民 主 権 国 家 の 建 前 

の 下 で は 選 挙 権 と 被 選 挙 権 は 共 に 極 め て 重 要 な 意 味 を も つ ( 前 掲 金 子 編 『 註 

解 日 本 國 憲 法 下 巻 ⑪①』 ⑦⑤③ 頁 参 照 ) . 

過 去 の 最 高 裁 判 例 も 同 様 の 態 度 を 示 し て い る 。 在 外 日 本 人 選 挙 権 事 件 大 法 

延 判 決 ( 平 成 ⑰ 年 ⑨ 月 ⑭ 日 民 集 ⑤⑨ 巻 ⑦ 号 ⑳⑧⑦ 頁 。 以 下 ` 平 成 ⑰ 年 最 大 

判 」 と い う 。) で は 、 在 外 国 民 の 選 挙 権 行 使 を 制 限 し て い た 改 正 前 公 職 選 挙 

法 ④② 条 は 憲 法 ⑮ 条 ① 項 ・⑧ 項 、 露 法 ④⑧ 条 ① 項 と と も に 憲 法 ④④ 条 佑 書 に 違 

反 す る と し た 。 平 成 ⑰ 年 最 大 判 が 露 法 ④④ 条 伽 書 を 挙 げ 理 由 に つ い て 、 杉 原 

則 彦 調 査 官 は ` 憲 法 ⑭ 条 の 法 の 下 の 平 等 の 観 点 か ら 問 題 と な る だ け で な く 、 

国 民 主 権 を 定 め る 露 法 が 保 障 す る 重 要 な 権 利 の 制 限 の 可 否 と い う 観 点 か ら 憲 

法 ・・・④④ 条 等 の 憲 法 の 規 定 と の 関 係 で 許 容 さ れ る も の で あ る か 否 か の 検 

討 。」 し た と 指 摘 す る ( 甲 B④⑤ : 杉 原 則 彦 『 最 高 裁 判 所 判 例 解 説 民 事 編 平 成 

⑰ 年 度 ( 下 ) 』⑥②⑨ 頁 ) 。 最 高 裁 判 所 も 、 国 民 主 権 原 理 に 由 来 す る 参 政 権 に 

対 す る 制 限 に つ い て は 、 露 法 ④④ 条 但 書 違 反 を 審 査 す る こ と で 平 等 原 則 の 徹 底 

を 図 っ て い る 。 

選 挙 権 と 被 選 挙 権 は と も に 国 民 主 権 原 理 の 中 核 を な す 重 要 な 基 本 的 権 利 で 

あ り 憲 法 ④④ 条 伽 書 が 徹 底 し た 平 等 を 要 請 し て い る こ と 、 選 挙 権 と 被 選 挙 権 は 
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表 裏 一 体 の 関 係 に あ る こ と ( 最 大 判 昭 和 ④⑧ 年 ⑫ 月 ④ 日 刑 集 ②② 巻 13 号 

1425 領 参 照 ) 等 を 踏 ま え る と 、 両 権 利 の 完 全 な 平 等 と は 、 両 権 利 を セ ッ ト で 

行 使 で き る 地 位 の 実 現 に あ る 。 あ る 者 は 選 挙 権 と 被 選 挙 権 を セ ッ ト で 行 使 で 

き 、 あ る 者 は そ の 内 の 一 方 の 権 利 し か 行 使 で き な い と い う 状 況 は 、 国 民 主 権 

の 原 則 形 態 か ら 逸 脚 し た 例 外 的 事 態 で あ る 。 

以 上 を 踏 ま え る と 、 本 件 規 定 は 、 年 齢 の み に 着 目 し て 、 本 件 対 象 年 齢 以 下 

の 成 人 に つ い て 、 選 挙 権 を 与 え つ つ 被 選 挙 権 を 剥 奪 す る と い う 区 別 的 な 取 り 

扱 い を し て い る か ら 、 憲 法 ⑭ 条 ① 項 の 一 般 原 則 を 超 え た 相 当 に 慎 重 な 審 査 が 

必 要 と な る 。 

③ ` 事 柄 の 性 質 」 を 踏 ま え た 本 件 規 定 の 憲 法 適 合 性 基 準 

以 上 の と お り 、 本 件 規 定 の 区 別 事 由 は 年 齢 で あ り 、 被 選 挙 権 と い う 重 要 な 権 

利 が 区 別 対 象 に な っ て い る 。 こ れ ら の 事 柄 の 性 質 を 蹄 ま え る と 、 本 件 規 定 が 

` 医 別 を す る こ と の 立 法 目 的 に 合 理 的 な 根 拠 」 が あ る か 否 か 、 ` 具 体 的 な 区 別 

と 上 記 の 立 法 目 的 と の 間 に 合 理 的 関 連 性 」 が あ る か 否 か は 、 慎 重 に 審 査 さ れ な 

け れ ば な ら な い 。 す な わ ち 、 合 理 的 根 拠 及 び 合 理 的 関 連 性 の 有 無 に つ い て 被 告 

が 典 体 的 な 証 拠 を 持 っ て 立 証 で き な い 場 合 に は 、` 事 柄 の 性 質 に 即 応 し た 合 理 

的 根 拠 に 基 づ く も の で な い 」 不 当 な 偏 見 ・ 否 定 的 な ス テ レ オ タ イ プ に 基 づ く 法 

的 な 差 別 的 取 り 扱 い と し て 憲 法 ④④ 条 佑 書 に 違 反 す る と 判 断 さ れ ん な け れ ば な ら な 

い 。 

な お 、 前 記 ` 第 ② の ② の (④) 参 政 権 に お け る 平 等 原 則 徹 底 の 要 請 」 で 主 張 し 

た と お り 、 選 挙 権 及 び 被 選 挙 権 か ら な る 参 攻 権 に つ い て は 国 民 主 権 原 理 か ら 平 

等 原 則 の 徹 底 が 要 請 さ れ て い る 。 そ の た め 、 選 挙 権 年 齢 と 被 選 挙 権 年 齢 を 異 に 

す る 根 拠 に つ い て は 、 そ れ 単 独 で 、 厳 格 に 合 理 性 を 審 査 し な け れ ば な ら な い 。 
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第 ③ 本 件 規 定 の 立 法 目 的 に 合 理 的 根 拠 は な く 、 本 件 規 定 と 立 法 目 的 の 間 に 合 理 的 

関 連 性 は な い 

① 訴 状 及 び 第 ② 準 備 書 面 と 共 通 す る 主 張 に つ い て 

訴 状 に お け る 被 選 挙 権 侵 害 の 目 的 ・ 手 段 適 合 性 に 関 す る 主 張 (26 頁 ` 原 告 ら 

の 被 選 挙 権 を 制 限 す る こ と が 選 挙 の 公 正 を 確 保 す る た め の や む を 得 な い 手 段 と 

は い え な い 」 以 下 ) 及 び 同 じ く 第 ② 準 備 書 面 に お け る 手 段 適 合 性 に 関 す る 主 張 

(⑦ 頁 ` 第 ④ 被 選 挙 権 年 齢 を 選 挙 権 年 齢 と 乖 離 さ せ る こ と に 合 理 性 は な い 」 以 

下 ) に つ い て は 、 い ず れ も 本 項 に お け る 平 等 原 則 違 反 の 目 的 ・ 手 段 適 合 性 に 関 

す る 主 張 内 容 と 共 通 す る 。 そ こ で 、 こ れ ら 共 通 主 張 部 分 は す べ て 本 項 の 主 張 内 

容 と し て 援 用 す る 。 

② 本 主 張 に お い て も 目 的 ・ 手 段 適 合 性 は と も に 認 め ら れ な い 

前 項 で 援 用 し た 訴 状 及 び 第 ② 準 備 書 面 の 主 張 内 容 を 蹄 ま え る と 、 本 件 規 定 の 

立 法 目 的 に 合 理 的 根 拠 は な く 、 ま た 、 本 件 規 定 に 基 づ く 区 別 ( 本 件 別 異 取 扱 

い ) と 立 法 目 的 の 間 に は 必 要 性 も 合 理 性 も な く 、 合 理 的 関 連 性 は 認 め ら ち れ な い 。 

し た が っ て 、 本 件 規 定 は ` 事 柄 の 性 質 に 即 応 し た 合 理 的 な 根 拠 に 基 づ く も の 

で な い 」 た め 法 的 な 差 別 的 取 り 扱 い に 当 た る 。 

第 ④ 結 語 

以 上 か ら 、 本 件 規 定 は 憲 法 4 条 伴 書 に 反 す る た め 違 憲 無 効 で あ る 。 

終 わ り に 

` 婦 入 は 知 力 、 体 力 に お い て 男 子 に 劣 る 」 、 ` 婦 女 は 想 像 の 才 や 進 取 の 気 に 乏 し 

い 」、 ` 婦 女 は 独 立 の 性 や 確 実 な 考 え 方 に 乏 し い 」。 こ れ ら は 戦 前 、 女 性 参 政 権 

に 反 対 す る 理 由 と し て 挙 げ ら れ た も の で あ る ( 甲 B④⑥ : 松 田 恵 美 子 『 近 代 日 本 女 
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性 の 政 治 的 権 利 獲 得 運 動 』 ⑲~②0 頁 参 煌 ) 。 女 性 は 政 治 参 加 に 必 要 な 能 力 が 劣 る 

存 在 と し て 性 格 づ け ら れ 、 そ の 法 的 地 位 を 貶 め ら れ て い た 。 こ こ に 合 理 的 根 拠 は 

何 一 つ な か っ た 。 

若 者 の 被 選 挙 権 に つ い て も 同 じ こ と が 言 え る 。 国 は ` 思 慮 分 別 が な い 」 ` 社 会 

経 験 が な い 」 と い う 抽 象 的 な 理 由 で 若 者 の 被 選 挙 権 を 否 定 す る 。 そ の 根 底 に あ る 

の は ` 若 者 は 大 人 よ り も 能 力 が 低 い 」 と い う 否 定 的 な ス テ レ オ タ イ プ ・ 偏 見 で あ 

る 。 し か し 、 こ こ に 科 学 的 根 拠 は 何 ー つ な い 。 参 政 権 に お い て 女 性 が 差 別 さ れ て 

い た の と 同 じ 論 理 で あ り 、 ` 若 者 差 別 」 の 現 れ で あ る 。 

こ れ に よ っ て 、 戦 後 80 年 弱 の 間 、②⑤ 歳 や 30 歳 未 満 の 若 者 は 、 被 選 挙 権 を 剥 奪 

さ れ 続 け て き た 。 不 合 理 な 若 者 差 別 は こ こ で 終 わ ら せ る べ き で あ る 。 

以 上 
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